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令和５年 障害者雇用状況の集計結果 

（令和５年６月１日現在） 

 

厚生労働省北海道労働局釧路公共職業安定所では、このほど、令和５年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用

率、民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、

それを集計したものです。 

厚生労働省において全国の障害者の雇用状況を、北海道労働局において北海道分の

雇用状況を発表したところですが、釧路公共職業安定所管内の令和５年６月１日現在

における集計結果は以下のとおりです。 
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◎ 集計結果のポイント 

【民間企業（43.5 人以上規模の企業）】（法定雇用率 2.3％） 

○雇用障害者数、実雇用率及び法定雇用率達成企業の割合が、過去 10 年以内で最も高

かった。 

〇実雇用率及び法定雇用率達成企業の割合が、北海道及び全国の数値を上回った。 

【公的機関（法定雇用率 2.6％）】 

○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年を下回った。 

 

 

 

 

集計企業数は 151 社で、前年より 3.2％（5社）減少した。また、雇用率の算定基礎

となる対象労働者数は 18,482.0 人と、前年より 0.6％（109.0 人）増加した。 

雇用されている障害者の数は 629.0 人で、前年より 11.2％（63.5 人）増加した。 

実雇用率は 3.40%となり前年より 0.32 ポイント上昇し、法定雇用率を 1.10 ポイン

ト上回った。 

法定雇用率達成企業の数は 102 社で、前年より 9.7％（9社）増加し、達成企業割合

は 67.5％と、前年より 7.9 ポイント上昇した。  

【企業規模別の状況】 ～4P 資料編 1(3)参照～ 

実雇用率は、43.5～100 人未満規模の企業で 4.58％と最も高く、すべての規模の区

分で法定雇用率以上となり、対前年を上回った。 

【産業別の状況】   ～4P 資料編 1(4)参照～ 

実雇用率は、製造業（4.08％）、運輸・通信業（3.64％）、サービス業（3.94％）で

法定雇用率を大きく上回った。また、卸・小売・飲食業、サービス業、その他の産業

で、雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合が対前年を上

回った。 

 

 

 

 

2.6％の法定雇用率が適用される機関については、通報機関が１機関増加し 10 機関

となり、雇用率の算定基礎となる対象職員数は 4,137.0 人と、前年より 6.2％（243.0

人）増加した。 

雇用されている障害者の数は 93.0 人と、前年より 5.1％（5.0 人）減少した。この

うち、身体障害者は 82.0 人、知的障害者は 4.0 人、精神障害者は 7.0 人であった。 

実雇用率は、2.25％と前年より 0.27 ポイント低下した。 

法定雇用率達成機関の割合は、50.0％と前年より 16.7 ポイント低下し、未達成機関

は５機関であった。 

  

 
Ⅱ 民間企業における雇用状況 

 
Ⅲ 地方公共団体における在職状況 
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≪詳細表≫ 
１ 一般の民間企業における障害者の雇用状況 【法定雇用率２．３％】 

（1）概況 

 
注１）  ②欄の「対象労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難である

と認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者

数である。 

注２） ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するに

あたりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人

を 0.5 人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあたり 0.5 カウントを行っている。 

ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当する者については１人分とカウントしている。 

注３） ③Ａ及びＣ欄は１週間の所定労働時間が 30 時間以上の労働者であり、③Ｂ及びＤ欄は１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満

の労働者である。 

注４） ③Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者であるすべての短時間労働者を含む。 

     ただし、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者のみ含むものとしていた。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること  

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

注５） ③Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち注４に該当しない者である。 
 

 

 

 （２）障害種別の雇用状況 

 
注１） ①欄の「障害者の数」とは、②Ｅ、③Ｅ、④Ｄの計である。 

注２） ②③Ａ欄の重度障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するにあたりダブルカウントを行

っている。 

注３） ②③Ｄ欄及び④Ｂ欄の短時間労働者については法律上、１人を 0.5 人に相当するものとしており、②③Ｅ欄及び④Ｄ欄の「計」を算出す

るにあたり 0.5 カウントを行っている。 

注４） ④C 欄の労働者とは、精神障害者であるすべての短時間労働者である。 

      ただし、令和４年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者のみ含むものとしていた。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

注５） ②③欄のＡ、Ｃ欄及び④Ａ欄は１週間の所定労働時間が 30 時間以上の労働者であり、②③Ｂ、Ｄ欄及び④Ｂ欄は１週間の所定労働時間

が 20 時間以上 30 時間未満の労働者である。 
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率達成企
業の数
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重度身体障
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　⑥
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の数
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＋C
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16,234.5 2,522 421 3,632 705 9,449.5 231 79 3,266 1,170 4,392.0 1,654 1,030 448 2,393.0
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（３） 企業規模別の雇用状況 

 
注）項目については、１(１)の表の注釈とすべて同様。 

 

（４） 産業別の雇用状況 

 
注）項目については、１(１)の表の注釈とすべて同様。
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２ 地方公共団体における障害者の雇用状況 【法定雇用率２．６％適用機関】 

 
 

注１） ②欄の「対象職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率

を乗じて得た数）を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数である。 

注２） ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の「計」を算出するに

あたりダブルカウントを行い、③Ｄ欄の「重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員」については法律上、

１人を 0.5 人に相当するものとしている。  

ただし、精神障害者である短時間勤務職員であっても、以下の注４に該当するものについては、１人分とカウントしている。 

注３） ③Ａ及び③Ｃ欄は１週間の所定労働時間が 30 時間以上の職員であり、Ｂ及びＤ欄は１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の

職員である。 

注４） C 欄の精神障害者には、精神障害者であるすべての短時間勤務職員を含む。 

ただし、令和４年においては、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者のみ含むものとしていた。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

注５） 法定雇用率２．６％適用機関とは、都道府県知事部局、都道府県機関（企業局、議会事務局、警察等）、市町村部局及び法定雇用率 

２．５％適用機関（都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会）を除く市町村の教育委員会等である。

3
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《民間企業における障害者雇用状況 過去 10 年間の推移》 

 
注１） 「対象労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認め

られる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数であ

る。 

注２） 障害者数欄の（ ）は、１週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者である短時間労働者数を外数で計上している。 

注３） 「重度身体障害者」及び「重度知的障害者」については、法律上１人を２人に相当するものとしており、「障害者数」を算出するにあた

りダブルカウント（短時間労働者数は１カウント）を行っている。 

注４） 「うち重度以外身体障害者」及び「うち重度以外知的障害者」欄の（ ）については、法律上１人を 0.5 人に相当するものとしており、

0.5 カウントで算出し計上している。 

注５） 「うち精神労働者」欄の（ ）については、以下のとおり算出し計上している。 

・令和５年においては、１カウント 

・平成 30 年～令和４年においては、次のいずれかに該当する者を除き、0.5 カウント 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

・平成 29 年以前においては、0.5 カウント 

（各年6月1日現在）
年度

区分・項目

151 156 148 146 144 143 138 131 111 113

うち重度

身体障害者

うち重度以外

身体障害者

うち重度

知的障害者

うち重度以外

知的障害者

うち

精神障害者

67.5% 59.6% 63.5% 59.6% 55.6% 59.4% 57.2% 51.9% 55.9% 53.1%

36(13) 30（5）

60

134（14）

43

18（3）

72（36）

49（24）

2.84

87

59

41(2) 38（32）

125（20） 127（20.5） 117（7） 111(7) 104(6) 101（4）

33 38

49

2.54

42

51（9） 56(11)

511.0

63（17）

461.0

66（48）

464.0 429.5

17（4） 41（3） 39(2)

60（29.5） 54（48.5） 40(35)

59（22） 55（12）

2.2%

令和元年 平成30年 平成29年 平成28年

16,511.520,256.0

平成27年 平成26年令和２年令和５年

2.0%

18,159.0 17,880.5 17,543.5 16,848.5 14,596.017,986.0

20,175.5

17,952.5 14,392.5

2.3%

令和４年

対象企業数

常用雇用
20,464.0 20,136.5 19,803.5 19,067.5 16,822.020,738.0

18,482.0

労働者数
20,652.0

18,373.0

法定雇用率

障害者数

50(5) 47（9）

366.0 365.0

対象

553.0

労働者数

雇用率 3.05 2.58 2.64 2.55 2.51

80（24） 45（19） 27（14.5） 22(11.5) 15(3) 11（3）

3.08

629.0

達成企業数 80 85 79 68 6293

3.03

94

3.40

102

71(20）

123（16）

16(10）

82(55）

54(95）

565.5

70(19）

121（18.5）

17(10）

38 41 44

未達成企業数 64 58 59 6363

49

54

36

49

38

法定雇用率
達成企業割合

21（8）

雇用不足数 83.5 82.5 74.0 80.0 69.5 71.566.5 67.077.068.0

うち1人不足

53

86(44.5）

65(27.5）

129（14）

17（3）

75（40）

73(21.5）

70（15）

544.5

令和３年
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（ 参 考 ） 

◎ 法定雇用率とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 障害者雇用率達成指導 

○「雇入れ計画作成命令」とは 

  未達成企業のうち、障害者雇用率を相当下回っており、ある程度の期間にわたって継続

的かつ計画的に障害者を雇い入れしなければ、その達成が困難と認められる企業の事業主

に対して、公共職業安定所長が障害者雇入れ計画（２年間）の作成を命ずることとなってい

る。 

○「障害者雇入れ計画作成命令」の発出基準 

   今後の雇入れ（過去３年間の新規労働者雇入れ数 ≧ 不足数）が見込まれており、次の①か

ら③のいずれかに該当する企業の事業主 

 

                                                                 

  

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞ

れ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととさ

れている。 

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者に限る。)である。 

 

 ○ 一般の民間企業 ･････････････２．３％ 

 ○ 独立行政法人等  ･････････････２．６％ 

 ○ 国、地方公共団体  ･･･････････２．６％ 

 ○ 都道府県等の教育委員会 ･････２．５％ 

 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身

体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が 

20 時間以上 30 時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者、

知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、0.5 人分としてカウントさ

れる。 

 ※ 精神障害者である短時間労働者については、当面の間、その１人をもって１人分として

カウントされる。 

  

①  実雇用率が前年度全国平均実雇用率未満（令和４年 2.25％）かつ不足数５人以上 

②  法定雇用障害者数が３～４人(対象労働者数 130.5 人以上 218 人未満規模の企業)で

あって､雇用障害者数が０人の企業 

③ 不足数 10 人以上の企業 
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◎ 雇用率達成指導の流れ 

 実雇用率の低い事業主等に対しては、「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき、下記のよう

に、ハローワークにおいて雇用率達成指導を行っている。 

 不足数の多い企業等については、当該企業等の事業主に対して、北海道労働局、厚生労働省本省

が直接指導を実施している。 

                         （障害者雇用促進法第 43 条第７項）  

 

 

 

                         （同法第 46 条第１項）              

                          ※ 翌年１月を始期とする２年間の計 

                           画を作成するよう、公共職業安定所 

長が命令を発出 

 

                         （同法第 46 条第６項） 

                          ※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、

適正な実施を勧告 

                           （計画１年目の 12 月） 

 

※ 雇用状況の改善が特に遅れている

企業に対し、公表を前提とした特別指

導を実施。（計画期間終了後に９か月

間） 

 

                         （同法第 47 条） 

 

【指導実績】 

１ 令和４年度の実績 

 ＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出（計画始期令和５年１月）   244 社（うち、北海道 10社） 

 ＊障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」（令和５年２月勧告）      94 社（うち、北海道 ９社） 

 ＊特別指導の実施（令和４年４月～12 月実施）            55 社（うち、北海道 ５社） 

２ 障害者雇入れ計画を実施中の企業（４年度）       528 社（うち、北海道 32社） 
  （計画始期令和３年１月、令和４年１月） 

３ 企業名の公表実績（全国値） 

   18 年度 ２社、19年度 １社（再公表）、20 年度 ４社、21年度 ７社（うち１社は再公表）

22 年度 ６社（うち 2社は再公表）、23 年度 ３社（うち１社は再公表）、24 年度 ０社、 

25 年度 ０社、26 年度 ８社、27 年度 ０社、28 年度 ２社、29 年度 ０社、30 年度 ０

社、令和元年度 ０社、令和２年度 １社、令和３年度 ６社 令和４年度 ５社（うち３社

は再公表） 

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） 

障害者雇い入れ計画作成命令 

障害者雇入れ計画の適正実施の勧告 

特  別  指  導 

企 業 名 の 公 表 



裏面にも支援メニューがございます

障害者雇用のための
支援メニューのご案内事業主の

皆様へ

ハローワークでは採用の準備～採用後の定着まで、様々な支援を行っています。

• 同業他社の障害者雇用の事例などを元に、業務の切り出し・創設

• 社員研修（精神・発達障害者しごとサポーター養成講座）の実施

• 障害者雇用のイメージのための、特別支援学校の見学など各種イベント

のご案内 ※ハローワークにより実施時期や頻度は異なります

S T E P１ まずはハローワークへご相談を！

• 貴社の求人内容と応募者の障害特性を考慮したマッチング

• 労働条件や求人の記載方法についてのご案内・ご相談

• 受け入れの体制を整えるための情報提供

S T E P２ 受け入れ体制を整え、求人募集を開始

• 雇い入れ後にご利用いただける各種助成金制度（裏面参照）

• 各種支援機関と連携した定着支援

（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校

などと連携した支援や、ジョブコーチ支援）

S T E P３ 採用・雇い入れ～そして定着へ

さらに詳しいご案内は
こちらからご確認ください



○雇入れのきっかけづくり（トライアル雇用助成金）

【障害者トライアル雇用】
安定所等の紹介により障害者を原則３ヶ月間雇用することにより障害に対する理解を深
めていただき、その後の常用雇用のきっかけづくりを進める制度です。

【障害者短時間トライアル雇用】
週10時間以上20時間未満の労働時間で、３～12ヶ月間雇用し、最終的に週20時間以上
の常用労働者となることを目指す制度です。精神障害者、発達障害者が対象です。

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

発達障害者や難病のある人を安定所等の紹介で雇用し、適切な雇用管理等を行っ
た事業主に助成を行います。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

○雇入れに活用できる助成金制度（特定求職者雇用開発助成金）

安定所等の紹介により身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者として雇
い入れた事業主に対して、賃金の一部に相当する額を助成する制度です。

特定就職困難者コース

障害者である労働者の職場定着を図るため
に、有期雇用等から正規雇用等のより安定
した雇用形態に転換した事業主に対して助
成する制度です。

障害者正社員化コース

○職場定着に活用できる助成金制度（キャリアアップ助成金）

各助成金の支給額・支給
要件の詳細については、
お近くのハローワーク・
労働局へお問い合わせ

ください。

◇関係機関との連携した支援

障害者本人への就業に向けた相
談・支援のほか、事業所への障害
者の雇用管理に関する支援やジョ
ブコーチの派遣等を行っています。

北海道障害者職業センター

障害者の職場定着を図るためにジョブ
コーチが会社に出向き、障害者本人、事
業主等に支援を行います。

職場にて作業能率をあげる、作業ミスを
減らすための支援や障害に配慮した対
応方法についての助言・援助等を行い
ます。

ジョブコーチ（職場適応援助者）

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者や雇用している事業所に
対し、事業所への訪問などにより相談・助言を行います。

障害者就業・生活支援センター

札幌、石狩、旭川、函館、釧路、帯広、北見、小樽、伊達、名寄、岩見沢に設置しております。

札幌に本所、旭川に支所が
あります



事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現

の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率 ２.３％ ⇒ ２.５％ ⇒ ２.７％

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）
Point
①

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL050301雇障01

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以

下のように変わります。(現在除外率が10％以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

除外率設定業種 除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ２０％

・林業（狩猟業を除く） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）
Point
②



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？

Ａ１． ①令和６年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和７年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.5％）で算定していただくことになります。

②令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月17日までの間）

令和８年６月以前については2.5％、

令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

▶「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
Point
③

▶精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか

らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになります。

▶ 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ

いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

障害者雇用のための事業主支援を強化（助成金の新設・拡充）します。
（令和６年４月以降）

Point
④

▶雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。

◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた

めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要

な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。

▶ 既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。

障害者介助等助成金（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力

開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金（助成単価や支給上限額、利用回数の改善等）

の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。

※詳細が決まり次第、別途ご案内予定

Ｑ３． 法定雇用率及び除外率制度について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか？

Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和５年度は2.6％、令和６年４月1日から2.8％、令和８年７月１

日から3.0％と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げ

られます。

なお、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和５年度は2.5％、令和６年４月1日から2.7％、令和

８年７月１日から2.9％となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

